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第９回高齢者障害者の権利擁護セミナーの開催について（ご案内） 

 

 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

日頃より、当団体の活動にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、今回で第９回となります「高齢者障害者の権利擁護セミナー」を今年も次の開催要項のとおり開催す

ることになりました。今回のセミナーにおいては、「地域で支える成年後見制度 －いきいきと自分らしく生き

るために－」をテーマとして、講演と鼎談（ていだん）を行うこととします。 

つきましては、時節柄ご多忙のこととは存じますが、皆様お誘いあわせの上是非ご参加いただきたく、ご案

内いたしますのでよろしくお願い申し上げます。 

また、セミナー終了後懇親会を行いますので、こちらにつきましても是非ご参加ください。 

敬具 

 

 

第９回高齢者障害者の権利擁護セミナー 開催要項 

 

１ テ ー マ 

   地域で支える成年後見制度 －いきいきと自分らしく生きるために－ 

 

２ 主  催 

   旭川弁護士会 高齢者障害者権利委員会 

   社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 旭川支部 

   社団法人 北海道社会福祉士会 道北地区支部 

   日本司法支援センター 旭川地方事務所 （法テラス旭川）  

 

３ 後  援 

   旭川市 ・ 社団法人 旭川市医師会 ・ 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会 ・ 

旭川市居宅介護支援事業所等連絡協議会 ・ 旭川市民生児童委員連絡協議会 ・ 

社団法人 旭川手をつなぐ育成会 ・ 旭川認知症の人と家族を支える会 ・ 

特定非営利活動法人 旭川障害者連絡協議会 ・ 旭川精神衛生協会 

 

４ 日  時 

  平成２３年 ２月１９日（土）１３：００～１７：００（１２：３０～受付） 

 

５ 会  場 

  旭川市民文化会館 小ホール （旭川市７条通９丁目） 

 



６ 参加対象 

 関係団体会員、成年後見制度や高齢者・障害者の権利擁護に携わっている方及び関心のある方 

 

７ 定  員 

 ３００名 

 

８ 参 加 費 

 ・セミナー参加費    ５００円   （当日受付にてお支払いください） 

  ※学生の方は無料といたします。当日受付で学生証等の身分証明書をご提示願います。 

   ・懇 親 会 費  ３，５００円程度 （当日受付にてお支払いください） 

※懇親会の会場は当日ご案内いたします。 

 

９ 申し込み方法 

 ・申し込み先 

  ㈳北海道社会福祉士会道北地区支部     権利擁護セミナー担当   福島 

〠０７８－８３４１ 旭川市東光１条５丁目４番７号    介護付有料老人ホーム ユニティー東光 

電話（０１６６）３７－０２９４    ＦＡＸ（０１６６）３４－８２９４ 

   ・申し込み方法 

  ２月１０日（木）までに、郵送又はＦＡＸにて最終頁の参加申込書を上記申し込み先まで送付の上、

お申し込みください。 

 

１０ 日  程 

   １２：３０（権利擁護セミナー受付開始） 

   １３：００ 開会挨拶  富 川  泰 志 （旭川弁護士会 会長） 

   １３：１０ 講  演 「成年後見事件申立の概況と制度の課題」 

            旭川家庭裁判所            訟廷管理官  須 摩  敬 一  氏 

   １４：００ 講  演 「小樽・北しりべし成年後見センターに学ぶ 

                －市民と専門職が連携した成年後見制度の普及」 

            ①小樽・北しりべし成年後見センターの設立と運営 

            小樽市医療保険部介護保険課地域支援事業係  係長  菊 地  英 人  氏 

            ②小樽市高齢者懇談会「杜のつどい」の市民後見の取り組み 

            小樽市高齢者懇談会「杜のつどい」      会長  川 脇  光 男  氏 

   １５：２０ 休  憩 

   １５：３０ 講  演 「統合失調症の人の財産管理を中心とする保佐のケース」 

            きたあかり法律事務所           弁護士  国 分  妙 子  氏 

   １５：５０ 講  演 「高齢者虐待に対する実務対応～経済的虐待事例を基にして」 

            木村司法書士事務所           司法書士  木 村  幸 一  氏 

   １６：１０ 鼎  談 「地域で支える成年後見制度 

                －いきいきと自分らしく生きる－」 

           （登壇者） 

            社団法人旭川手をつなぐ育成会        会長  峰 木  光 春  氏 

            旭川市主任児童委員                 佐 藤  洋 美  氏 

            小樽市高齢者懇談会「杜のつどい」      会長  川 脇  光 男  氏 

           （進行） 

            旭川大学保健福祉学部コミュニティ福祉学科  教授  白 戸  一 秀  氏 

   １７：００ 閉会挨拶  丹 羽  ひとみ （㈳成年後見センター・リーガルサポート旭川支部 支部長） 

   １７：１０ 終  了 

 

１１ 問合せ先 

 社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 旭川支部 （旭川司法書士会） 

            電 話（０１６６）５１－９０５８ 

 

 



１２ そ の 他 

・参加に当たり配慮を必要とされる方について 

 当セミナーに参加されるに当たり、手話通訳を必要とされる方や車いすで参加される方等、配慮を必

要とされる方は、参加申込書の「参加に当たって必要とする配慮」欄に必要事項を記入の上、お申し

込みください。なお、誠に勝手ながら参加に当たり配慮を必要とされる方につきましては、準備の都

合がありますので、極力お早めにお申し込みいただきますようお願い申し上げます。 

・駐車場について 

 市民文化会館専用の駐車場はございませんので、お越しの際は、できるだけ公共交通機関をご利用く

ださいますようお願い申し上げます。なお、お車でお越しの方は、会場周辺の有料駐車場をご利用く

ださい（主催者では駐車場のあっせんはいたしておりません）。 

・個人情報の取り扱いについて 

 当セミナーの参加申し込みに際して申込書にご記入いただいた個人情報については、主催団体（旭川

弁護士会、成年後見センター・リーガルサポート旭川支部（旭川司法書士会）、北海道社会福祉士会道

北地区支部、日本司法支援センター 旭川地方事務所）が、当セミナーの準備、開催等に関連する用途、

目的にのみ使用することとし、それ以外の目的には使用いたしません。また、お預かりした個人情報

は、外部に流出することないよう、主催団体が厳重に保管、管理いたします。 

・ご案内の文書について 

 このご案内の文書につきましては、ウェブサイト上にて電子ファイルにて掲載いたしますのでご利用

ください。掲載するウェブサイトのＵＲＬは次のとおりです。 

◎㈳北海道社会福祉士会道北地区支部 http://www.douhoku-csw.org/ 

なお、オンライン及び電子メールによる受付は行っておりませんので、参加のお申し込みは郵送又は

ＦＡＸにてお願いいたします。 

 

《セミナーの内容》 

 

 (１) 講演「成年後見事件申立の概況と制度の課題」 

    旭川家庭裁判所                  訟廷管理官  須 摩  敬 一  氏 

   成年後見制度の活用に関し、最近の申立の概況とその中で見えてくる制度の課題について、説明を

していただきます。 

 (２) 講演「小樽・北しりべし成年後見センターに学ぶ 

                －市民と専門職が連携した成年後見制度の普及」 

    小樽市医療保険部介護保険課地域支援事業係        係長  菊 地  英 人  氏 

    小樽市高齢者懇談会「杜のつどい」            会長  川 脇  光 男  氏 

   平成２２年４月に北海道で初の地域の成年後見センターとして開設された小樽・北しりべし成年後

見センターの設立とその運営、及び開設に至るまでのいきさつなどをお話ししていただきます。 

 (３) 講演「統合失調症の人の財産管理を中心とする保佐のケース」 

    きたあかり法律事務所                 弁護士  国 分  妙 子  氏 

人権擁護の活動を行っていく中で、成年後見制度がその活動に具体的にどのような役割を果たすこ

ととなるのか、事例を交えながらお話ししていただきます。 

 (４) 講演「高齢者虐待に対する実務対応～経済的虐待事例を基にして」 

    木村司法書士事務所                 司法書士  木 村  幸 一  氏 

虐待ケースに関する対応方法について、事例を交えながらその実務的な対応方法をお話ししていた

だきます。 

 (５) 鼎談「地域で支える成年後見制度  －いきいきと自分らしく生きる－」 

   （登壇者） 

    社団法人旭川手をつなぐ育成会              会長  峰 木  光 春  氏 

    旭川市主任児童委員                       佐 藤  洋 美  氏 

    小樽市高齢者懇談会「杜のつどい」            会長  川 脇  光 男  氏 

   （進行） 

    旭川大学保健福祉学部コミュニティ福祉学科        教授  白 戸  一 秀  氏 

身近な生活の中で成年後見制度について考えるとき、地域の方々と専門職がいかに連携して制度の

普及を図っていくか、各分野、いろいろな立場の方に登壇していただき、議論を深めます。 



 

 

 

 

 

申し込み先 

ＦＡＸの場合  （０１６６）３４－８２９４ ［Ａ４版のままで送信してください］ 

郵送の場合   〠078-8341 旭川市東光１条５丁目４番７号 介護付有料老人ホーム ユニティー東光 

               ㈳北海道社会福祉士会道北地区支部     権利擁護セミナー担当   福島 

  

 

 

第９回高齢者障害者の権利擁護セミナー参加申込書 

 

ふ り が な  

お  名  前  

職  場  名  

職     種  

職 能 団 体 弁護士・司法書士・社会福祉士・他（       ）・なし 

お仕事の分野 
高齢者支援・精神障害支援・身体障害支援・知的障害支援 

 
その他（                                ）・無職 

お仕事の分野等 

（○印してください） 

お仕事の対象者 

（該当者のみ） 
施設居住者  ・  在 宅 者  ・  両   方 

ご  住  所 

（ 職 場 ・ 自 宅 ） 

↑いずれかに○印してください 

（〠   －    ） 

 

 

 

       電話番号（      ）      － 

参加に当たって 

必要とする配慮 

（○印してください） 

 １ 手話通訳  ２ 車いす ３ その他（               ） 

懇親会への参加 

（○印してください） 
懇親会に       参加します   ・   参加しません 

 

この面をそのまま申込書としてお使いください。複数名参加される場合は、お手数ですがこの用紙をコピーし

てお使いください。 

学生の方は、職場名の欄に学校名を、職種の欄に学生と記入してください（お仕事の分野等の欄は記入不要で

す）。当日は学生証等、学生とわかる身分証明書をお持ちください。 

なるべく平成２３年２月１０日（木）までにお申し込みください。資料の用意の都合がありますので、極力事

前のお申し込みをお願いいたします。 


